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　◆また、利用できる場合でも、認定期間は２ヶ月となります。

<育休取得中の場合> ※新規入所を除く

　　また、診断書等の必要な書類を提出していただくこともあります。

　《福祉事務所記入欄》

申立書　（保育所･認定こども園）

日向市長(日向市福祉事務所長)　　様

令 和 年 月 日

　　次のような事情で保育所・認定こども園の利用についてご配慮ください。

取　り　扱　い

<求職中の場合>

　◆この申し出にもとづいて、保育所・認定こども園を利用できるのは、

　　利用申込児童数がその施設の定員に達していない場合に限ります。

　　その間に就労が決定すれば、認定期間が更新されます。

　◆児童福祉の観点から継続入所が必要と認められた場合に限り認定します。

　　　　　・申立者の児童からみた続柄　　〔　父　・　母　・　その他(　　　　　　)〕

　　　　　・申立理由　　〔　求職　・　育休　・　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)〕

　　　　　・認定期間　　〔　(　　　年　　　月末まで　)　・　未定　　〕

　　◎特記事項


